
（様式２） 

処分基準（不利益処分関係） 

 

（変更） 

担当課 長寿介護課 検索番号 ２－２ 

法令名 老人福祉法 根拠条項 第２９条第１５項 

不利益処分 有料老人ホームに対する措置命令 

（根拠規定） 

○老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号） 

 

（届出等） 

第２９条 

６ 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。 

７ 有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居

する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内

容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない。 

８ 有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対

価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。 

９ 有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定める

ものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面

で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で

定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。 

１０ 有料老人ホームの設置者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、当該有料老

人ホームに入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入

居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払

金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還す

る旨の契約を締結しなければならない。 

１１ 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報（有料老人ホ

ームにおいて供与をする介護等の内容及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、

有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行うために必要なもの

として厚生労働省令で定めるものをいう。）を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料

老人ホームの所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。 

１５ 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第６項から第１１項までの規定に違反したと認

めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行

為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該設置者に

対して、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

 

（処分基準） 

 

○有料老人ホームの設置運営標準指導指針について（平成１４年老発第0718003 号） 

○愛媛県有料老人ホーム設置運営指導指針（平成２５年４月１日付け愛媛県保健福祉部長伺定め） 

 

 

（その他） 

 


